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検討する建築物に応じ２つの作業部会と、検討事項に合わせた３つのWGを設置した。

※：協議会の事務を処理するため、事務局を日本建築行政会議指定機関委員会に置く
※：作業部会には、必要に応じてBIMソフトウエアベンダー等が参加する

（１）検討体制
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［一般建築］作業部会 ［戸建住宅等］作業部会

総会

理事会

検討委員会

BIM図面審査WG
BIMデータ審査WG

確認申請図書
表現標準SWG

戸建住宅等（木造）
BIM図面審査WG

入出力基準
（中大規模木造）SWG

入出力基準
（小規模木造）SWG

検討結果を
取りまとめ

る

連携



◆検討内容
１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

１）BIM図面審査の申請・審査の実施に向けた検討
１）－１ BIM図面審査試行・検証①
１）－２ BIM図面審査試行・検証②
１）－３ 試行・検証を踏まえたガイドライン、入出力基準、申告書、

  申請・審査用マニュアルの検討
２）確認申請図書表現標準の検討
３）中大規模木造に関する検討
４）戸建住宅等（木造）に関する検討

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備
1）「BIMデータ審査」の仕組み等の検討
2）「BIMデータ審査」の実施に向けた要件整理の検討
3）法令の構造化等の検討支援
4）BIMデータ審査の開始・展開に必要な成果と工程等の検討・整理

（２）検討結果概要
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

◼BIM図面審査の開始に向けた成果 2026/3/13更新版
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R7.3（期初）
BIM図面審査試行・

検証①を踏まえた改訂
R7.11

BIM図面審査試行・
検証②を踏まえた改訂

R8.2

BIM図面審査対応の省
令・告示改正を踏まえ

た改訂 R8.3

建築確認におけるBIM図
面審査ガイドライン

案 事前公表版 初版 初版 令和8年3月版

別紙1 入出力基準
（構造:木造除く）

案 事前公表版 初版 初版 令和8年3月版

別紙2 申告書
（構造:木造除く）

案 事前公表版 初版 初版 令和8年3月版

別紙1 入出力基準･別紙2 
申告書（構造:木造）

ー
素案

(別紙1 入出力基準のみ)
ー 初版 令和8年3月版

別紙3 確認申請図書表現
標準

素案
事前公表版

（※12月公開）
初版 初版 令和8年3月版

申請・審査マニュアル 〃 案 初版 初版 令和8年3月版

(仮称)入出力基準の
解説書

ー
検証の結果
新たに設定

ー 初版（予定）

１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

１）BIM図面審査の申請・審査の実施に向けた検討



１）BIM図面審査の申請・審査の実施に向けた検討
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

試行・検証①

（整合性確認に
係る検証）

ガイドライン
等（事前公表

版）

試行・検証②

（CDE機能に係
る検証）

ガイドライン
等（初版）

省令・告示改
正案公表

ガイドライン
等（初版 令和
8年3月版）

ガイドライン

（事前公表版）
別紙１：入出力基準

（事前公表版）

検証①の課題を踏まえたガイドライン等への反映
対応１：「入出力基準の解説書」の作成･基準の一部見直し
対応２：「申告」の位置づけの見直し
対応３：申告書の様式の見直し

別紙２：申告書

（事前公表版）

●試行・検証の目的
・申告書により、整合性確認の省略可能な範囲を正しく伝達できるか。
⇒検証項目：
①申請者は省略箇所を的確に記載できるか。
②審査者は省略箇所を正しく理解できるか。

・入出力基準に従って作成され、申告された（＝省略可能な）範囲は
整合性が確保されているか。
⇒検証項目：
③入出力基準に従って作図が可能か、④書き出しが可能か、
⑤整合性は確保されているか



１）BIM図面審査の申請・審査の実施に向けた検討
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１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備

試行・検証①

（整合性確認に
係る検証）

ガイドライン
等（事前公表

版）

試行・検証②

（CDE機能に係
る検証）

ガイドライン
等（初版）

省令・告示改
正案公表

ガイドライン
等（初版 令和
8年3月版）

●検証結果

CDEシステムを利用した申請について、基本的な
操作や手続きについて大きな問題はなく実施でき
たが、いくつかの課題が明らかになった。課題に
ついて下記のとおり分類し、主要なものを整理し
た。
・CDEシステムの不具合と考えられる項目
・UIの不備に起因する意見や改善要望
・基準の整備が必要と思われる課題
・運用上のルールの明確化が必要と思われる課題

●試行・検証の目的
・申告書により、整合性確認の省略可能な範囲を正しく
伝達できるか。また、入出力基準に従って作成され、
申告された（＝省略可能な）範囲は整合性が確保されて
いるか。（①と同様に実施）

・申請から確認済証交付までの手続きが確実に実施できるか。
・ICBA確認申請用CDEの機能検証

共通機能、情報共有機能、アップロード、ダウンロード
機能、コミュニケーション機能、ビューイング機能、
マークアップ機能、PDFデータ差分機能

・電子申請受付システムとCDEの連携機能の検証



１）BIM図面審査の申請・審査の実施に向けた検討

BIM図面審査の試行を通じ、ガイドライン・マニュアル類の改善、初版の公表を行った。

＜成果物＞
・建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン（初版）
・別紙１ BIM図面審査における入出力基準（初版）
・別紙２ BIM図面審査における入出力基準適合申告書（初版）
・別紙３ BIM図面審査における確認申請図書表現標準（初版）

・BIM図面審査 申請・審査マニュアル（初版）
・建築確認におけるおける入出力基準の解説書（初版）※３月末公表予定

ガイドライン 別紙１：入出力基準 別紙２：申告書 別紙３：表現標準 マニュアル 9

１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備
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Ｗ共通-001 土台
＜形状＞
①位置及び形状
・土台の位置（土台の配置）及び形状（土台の断面形状（矩形）、せい及び幅）

は、台/梁オブジェクト等を用いて入力し、表示する。
＜属性＞
②符号
・土台の符号は、土台/梁オブジェクト等の属性情報として入力し、表記する。

③材料の種別
・土台の使用材料（木材の材種）は、土台/梁オブジェクト等に属性情報として入力
し、表記する。

Ｗ共通-002 床版
＜形状＞

①位置及び形状
・床版の位置（床版の有無及び配置）及び形状（床版の形状及び厚さ）は、床オブジェクトを用いて入力し、表示する。

＜属性＞
②符号

・床版の符号は、床オブジェクトの属性情報として入力し、表記する。
③材料の種別

・床版の使用材料（床版の材料種別及び厚さ、釘の種類及び釘打ち間隔）及び倍率は、床オブジェクトに属性情報として入力し、
表記する。

＜形状（床版の開口部）＞
④開口部の位置及び形状

・開口部の位置（床開口部の有無及び配置）及び開口部の形状（床開口部の外形）は、床オブジェクトを用いて入力し、表示する。

番号
入出力基準に従い作成した明示すべき事項等

細目

Ｗ共通
-001

土台

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ共通
-002

床版

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

④開口部の位置及び形状

Ｗ共通
-003 

耐力壁
（面材）

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ共通
-004 

耐力壁
（筋かい）

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ共通
-005 

準耐力壁
（面材）

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

④開口部の位置及び形状

Ｗ共通
-006

アンカーボルト

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ共通
-007 

金物

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ共通
-008 

屋根版

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

④開口部の位置及び形状

Ｗ軸組
-001

柱

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

④柱の種別

Ｗ軸組
-002

大ばり

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

④接合金物の構造

番号
入出力基準に従い作成した明示すべき事項等

細目

Ｗ軸組
-003

小ばり

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ軸組
-004

火打ち材

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ軸組
-005

小屋組

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ枠組
-001

床根太

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

④釘の種類

Ｗ枠組
-002

開口部
（まぐさ及びま
ぐさ受け）

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

Ｗ枠組
-003

小屋組

①位置及び形状

②符号

③材料の種別

●木造（軸組工法・枠組壁工法）の項目 ●木造（軸組工法・枠組壁工法）の基準の一部抜粋

●作成した戸建住宅サンプルモデル(Revit(AUTODESK))

１．｢BIM図面審査｣における手続・審査方法の整理、環境整備
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BIMデータ審査とは「確認申請のデジタル化」

• IFCモデルを確認申請に提出する「申請図書」として、直接的に活用する。

• IFCモデル等のデジタル情報を活用した目視によるビュー審査と、AIの可能性も視野に

入れた審査補助機能のプログラム等を用いたデジタル審査による建築確認である。

IFC・確認申請書情報
・法的な建物仕様情報

申請前の段階で、設計者が
法適合や審査に必要な情報
の記入漏れ等をチェックが
可能

ビュー審査

IFCデータを用いて審査に必要な情報が表
示され、視覚的にわかりやすい表示によ
り確認する

(特)2

デジタル審査

プログラムやAI等のデジタル技術を用いて
法適合チェックを行うことで、審査の確実
性を高め、より迅速で効率的な審査を図る

申請

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備



設計者

• IFCデータ提出による確認申
請図書作成業務の負担軽減

• AI等のツールを活用した法適
合判定支援ツールにより、設
計段階における設計者の「法
規制に係るプレチェック」を
合理化

• 法適合確認に必要な情報を備
えた確認申請の実現

• 確認申請の審査プロセスにお
ける審査者との円滑な情報共
有・意思疎通の確保

設備空調ダクト区画貫通部処理状況チェッ
ク（赤色部は防火ダンパー未設置）

審査者

• ビューによる審査項目ごとの
効率的な審査の実施。IFC
データそのものを審査するこ
とで、整合性審査、明示事項
の確認を不要（申告書の提出
に拠らない）

• 法適合判定支援ツールの活用
による、審査の省力化と確実
性の向上

• 他分野（適合性適判、LCA
等）に対応できる体制の確保

防火区画の法適合判定プログラム
区画面積チェック、区画壁や扉の性能チェッ
ク

社会

• BIMの社会実装の加速による
デジタル社会の実現への貢献

• 建築分野のデジタル化を推進
し、生産性向上と専門人材の
育成を通じて、持続可能な産
業を確立

• BIMデータによる確認申請の
実現により、行政手続のデジ
タル化・高度化を推進し、
Society 5.0が目指す超スマー
ト社会の実現に寄与

デジタルツインスマートシティ

発注者

• 受発注者間での３Dデータの
共有を通じたプロジェクト全
体の情報連携の高度化

• 建築物の視覚的な情報共有に
よる意思決定の迅速化及び合
意形成の円滑化

• BIMを活用したLCA検討を通
じ、脱炭素性能を可視化。脱
炭素社会の実現に貢献

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備

1）「BIMデータ審査」の仕組み等の検討（BIMデータ審査のメリット）

AI等を活用したBIMデータ審査により、生産性向上と専門人材育成による持続可能な建築産業の確立

12



13Confidential

審査に必要な情報とBIMオブジェクトの関係を明確化 → IFCの定義に繋げる
審査に必要な情報の抽出は、施行規則第一条の三を用いて、下記のステップで検討した。

① 各条文が適用される建築物の明示すべき事項から、審査者により具体的な審査事項を「記載事項」として明文化

② 「記載事項」から「審査に必要な情報」に細分化する

③ BIMとして入力可能な形式に置換するための情報分類「カテゴリー、属性情報項目、属性情報値」を設定、IFCの定義化へつなげる

(い) (ろ) (は) (に)

図書
の種
類

明示すべ
き事項

①記載事項 ②審査に必
要な情報

③記載すべき事項からの情報分類 形状から抽出す
る数値

オブジェクトに
紐づかない

オブジェクト
構成

タイプ 属性情報項目 属性情報値

(九) 法第
三十
五条
の規
定が
適用
され
る建
築設
備

令第
五章
第三
節の
規定
が適
用さ
れる
排煙
設備

各階
平面
図

排煙の方
法及び火
災が発生
した場合
に避難上
支障のあ
る高さま
で煙又は
ガスの降
下が生じ
ない建築
物の部分

排煙の方法（自然排
煙、機械排煙、加圧
防排煙）の範囲を記
載

防煙区画

排煙方式 エリア 排煙方式 自然排煙、機械排煙、
加圧防排煙、排煙告
示

全館避難安全検証法、
階避難安全検証法、
区画避難安全検証法
の適用の範囲を記載

室の床面積を記載

手動開放装置の設置
位置を記載

建築基準法施行規則第一条の三
（確認申請書の様式）

部会３による検討

検討例

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備

2）「BIMデータ審査」の実施に向けた要件整理の検討
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令第126条の２の例

明示すべき事項 記載すべき事項 審査に必要な情報
記載すべき事項からの情報分類

形状から抽出する数値 距離測定 オブジェクトに紐づかない
カテゴリ タイプ 属性情報項目 属性情報値

排煙の方法及び火災が発生し
た場合に避難上支障のある高
さまで煙又はガスの降下が生
じない建築物の部分

排煙の方法（自然排煙、機械排
煙、加圧防排煙）の範囲を記載

防煙区画の範囲・排煙の方法 部屋 排煙の方法

自然排煙
機械排煙
加圧防排煙
押出排煙

全館避難安全検証法、階避難
安全検証法、区画避難安全検
証法の適用の範囲を記載

避難安全検証法の適用範囲 部屋
排煙区画区分及び
告示

全館避難安全検証法
階避難安全検証法
区画避難安全検証法

室の床面積を記載 室の床面積 部屋 面積 (㎡) 床面積

カテゴリ タイプ 属性情報項目 属性情報値 形状から抽出する数値 距離測定
オブジェクトに紐づかな

い
審査に必要な情報 記載すべき事項

部屋

排煙区画区分及び告示
排煙区画区分及び告示

自然排煙
機械排煙
加圧防排煙
押出排煙

防煙区画の範囲・排煙の方法

全館避難安全検証法
階避難安全検証法
区画避難安全検証法

避難安全検証法の適用範囲
全館避難安全検証法、階避難安全検証法、区
画避難安全検証法の適用の範囲を記載

面積 (㎡) 床面積 室の床面積 室の床面積を記載

明示すべき事項から審査に必要な情報・BIMの入力情報に分類

カテゴリ毎に必要な入力情報を整理

＜課題＞ 作図者によりカテゴリ、属性情報及び属性情報値の設定方法にばらつきがあるため、標準的なルールについて

一定のコンセンサスの形成が必要である。

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備

2）「BIMデータ審査」の実施に向けた要件整理の検討



1. 情報の専門的詳細度と国際標準の違い

• ST-Bridgeは、日本の一貫構造計算ソフトウェアとの連携を重視し、日本の構造設計者の実務課題を背景に開発された。そのため、意匠や設
備といった他分野のBIMデータ審査には適用できない状況である。また、建設プロジェクト全体のライフサイクルにおけるデータ活用や、国際
的なデータ連携は困難である。

• IFCは建築物全体の情報を網羅する一方で、日本の構造設計に特化した詳細な情報（例：鉄筋情報や特定の構造解析パラメータ）の表現にお
いては、ST-Bridgeの方が優れている。IFCでST-Bridgeの持つ専門的な構造設計情報を完全に代替しようとした場合、情報が欠落したり、
複雑なマッピングが必要になったりする可能性がある。しかし、確認申請図に記載されるレベルの概要情報であれば、十分な変換の可能性も
ある。

2. 確認申請用CDEの対応

• 現状、確認申請用CDEの機能であるビューアはST-Bridge形式データに対応していない。

3. データ審査における真正性

• 提出するデータがIFC、ST-Bridge等の似た情報を含む異なるデータ形式の情報が存在することによる情報の真正性の扱いが難しい。

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備

2）「BIMデータ審査」の実施に向けた要件整理の検討
・構造で用いるデータ形式（IFCとST-Bridge）について課題を整理した。
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一貫構造計算ソフト

BIMソフトウェア

その他デジタル情報

IFC

ST-Bridge※一貫に含まれるもの

柱・梁・床などの３D配置
部材断面情報、材料特性、階層情報（階、通芯）、
位置情報、材料情報

構造計算書 PDF

PDF

構造モデルと解析モデルの整合確認

ビュー審査 ：申請図の代替ビュー
デジタル審査：プログラムによる法チェック

ビュー審査 ：目視確認

ビュー審査 ：目視確認
CADソフト

その他 デジタル審査 ：プログラムによる法チェック

※データの真正性が課題

※データの真正性が課題

解析結果
応力値、応力度、検定比、変形量

荷重条件
外力、積載荷重、特殊荷重等

建物モデル情報

建物モデル情報（物理・幾何形状）
・座標・軸線: グリッド、階高、スパン割。
・部材の配置情報: 柱、梁、壁（RC耐震壁、      
ブレース）、床スラブの配置。

・断面・材料情報: 柱・梁の断面寸法（幅・成）、
RC造の鉄筋情報（主筋・帯筋など）、S造の鋼材
種別、材料強度。

・接合部情報: 梁の端部接合条件（ピン・剛）等。

属性・解析用情報
・部材符号: 計算上の部材名称（C1、G1など）。
・配置詳細: 剛域の設定や部材の寄り（偏心）
情報。

・荷重条件: 一部、荷重の定義や条件が含まれる
場合があります
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ST-Bridge
（３D等）

２次部材・詳細（直接入力）
ST-Bridgeのうち、一貫計算外
（小梁、間柱、パラペット、階

段、雑壁）

ST-Bridge

柱・梁・床・小梁・間柱などの３D配置
部材断面情報、材料特性、階層情報（階、通芯）、
位置情報、材料情報

CSV（計算書の代替）

入力データ：基本情報、材料、部材リスト 、配置情報、荷
重
計算・解析結果データ：応力解析結果、重量・重心情報、断
面検定結果、保有水平耐力計算結果、剛性率・偏心率

法適合チェック

計算条件
剛域、断面性能等

詳細納まり、施工情報
スリーブの位置やサイズ、ベースプレート形状等

+

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備

2）「BIMデータ審査」の実施に向けた要件整理の検討
・構造で用いるデータ形式（IFCとST-Bridge）について課題を整理した。
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＜屋外避難階段から２ｍ範囲内の開口部性能＞ ＜被雷設備の被雷保護範囲＞

従来の避雷設備図

■建築基準法告示の改訂
2025年4月、建築基準法の告示が改訂され、新築や改修を行う際には、国際
規格に整合した新JISS（JIS Z 9290-3:2019）に準拠した雷保護システム
が求められるようになりました。
新規格は、建物の高さに応じて保護角を段階的に小さくする方式を採用する
など、より厳格な基準に移行している。

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備

2）「BIMデータ審査」の実施に向けた要件整理の検討

・設備審査におけるビュー審査の活用項目について整理した。その結果、設備分野では、審査者から、

立体的な関係を理解した上で確認する必要がある項目や審査が複雑な項目について、分かりやすく

表現されることが望ましいとの意見が寄せられた。
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■背景
• 「BIMデータ審査」による建築DX推進に対し、法令文

書は非構造化データとなっている。

• 審査は複数の条文を相互参照することや読解が重要
であり、高度な専門知識が必要となっている。

• 建築基準法等の法令改正の頻度が高く、迅速にかつ
正確に理解することが困難である。

■目的
• 以下を目的に、データベース作成の試行および検

討・検証を行う。
• 法令構造化データの整備：人間と機械（AI）の双方に

対応したデータの構造化

• 解釈性の向上: 関連条文の網羅的な提示、法令の解釈
性・一貫性の向上

• 法改正の追従体制構築：建築基準法等の法令改正を速
やかに反映するための仕組みづくり

■実施概要
• ユースケースの観点で2種の構造化を要件定義し、構造化

に係る検討・検証を行い、その結果をとりまとめた。
① 普遍的な構造化: 法令の基礎情報（条文間の関係性、参照

先）を客観的なルールで構造化し、多様な法令活用ユース
ケースに対応できる基盤を構築する。

② 法文の構造化: 建築確認の法適合に係るフローに着目し、条
文を「適用範囲」「要件」「規制内容」などの構成要素に分
類する。

法文の構造化の検討 法改正に対
応したデータ
構造化の構
築に向けた
とりまとめ

普遍的な構造化の検討

STEP1
条文間の参照関係

整理

＜検討ステップ＞

STEP2
データベース構造の検討

STEP3
条文構成要素の粒度検討

STEP4
AIによる条文分類の

実用性検証

２．｢BIMデータ審査｣の実施に向けた環境整備

3）法令の構造化等の検討支援



令和８年度は令和７年度の検討を継続する予定である。

１．建築BIM推進会議 建築BIM環境整備部会 審査TFの取組事項に係る検討

２．１．の他、国土交通省建築BIM推進会議及び各部会との連携した取組み、

BIM活用に係る課題検討等

３．BIM講習会支援を通じ、協議会成果の普及を推進
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（３）令和８年度 活動案について
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